
（環境省Ｒ３－４１）

基準年度 目標年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

－ － － － － － －

534(123) 600(123) 716(130)

－ － － － － － －

489 557 618

－ － － － － － －

504 565 604

－ － － － － － －

44 43 45

100 100 100 100 100 100 100

84 100 92

令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標９－２　環境アセスメント制度の適切な運用と改善 担当部局名
大臣官房
環境影響評価課

作成責任者名
(※記入は任意）

西村学（環境影響評
価課長）

施策の概要
環境に影響を及ぼすと認められる意思決定の各段階において、環境影響評価制度等を通じ、環境保全上の適切な配
慮を確保する。

政策体系上の
位置付け

９．環境政策の基盤整備

達成すべき目標
環境影響評価制度に係る情報基盤の整備、技術手法の開発及び人材育成、審査体制の強
化、制度の所要の見直しを講じることにより、環境影響評価制度の適切かつ効果的な運用を行
う。

目標設定の
考え方・根拠

環境影響評価法 政策評価実施予定時期 令和4年8月

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

-
環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

1

環境影響評価法に基づく
手続の実施累積件数（途
中から法に基づく手続に乗
り換えたものの内数）［件］

- - - -

- - - -

環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

2
環境影響評価法に係る環
境大臣意見の提出累積回
数[回]

- - -

環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

4
環境影響評価法に基づく
環境省の審査日数[日]（発

電所は除く）
- - - -

環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

3
環境アセスメントデータ
ベースEADASに掲載され
ているレイヤ数[件]

環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

5

発電所に係る手続につい
て、一定期間内（配慮書45
日、準備書30日）での審査

終了率。

- - - -

別紙１



当初予算額
（百万円）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

(1)
環境影響評価制度高度化
経費（昭和55年度）

41
(71)

42
(64)

34
(28)

32 1,2,3 0295

(2)
環境アセスメント技術調査
費
（昭和55年度）

50
(39)

46
(15)

44
(29)

41 1,2,3 0296

(3)
環境影響評価制度合理
化・最適化経費（平成22年
度）

69
(43)

65
(53)

59
(75)

57 1,2 0297

(4)
環境影響評価審査体制強
化費（平成23年度）

43
(40)

44
(40)

44
(40)

42 1,2,3 0299

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
（百万円） 関連する

指標
達成手段の概要等

行政事業レビュー
事業番号

<達成手段の概要>
開発事業者が地域の関係者と連携して、事業の計画段階から環境保全の考え方や対策を組み込むことにより、持続可能な地域循環共
生圏づくりが推進されるよう、開発事業者や地域の関係者等のより幅広い主体が環境影響評価制度の運用に関与できるような仕組みを
構築する。加えて、環境影響評価手続についての情報を多くの主体が有効に活用できるよう、「環境影響評価情報支援ネットワーク」に
て情報提供を行うとともに、当該ネットワークに収録するデータベースの拡充を行う。
<達成手段の目標>
事業の計画段階から環境保全の考え方や対策を組み込むための仕組みの構築及び地域循環共生圏の構築を図る取組推進のための
調査検討等を行うことを目的とする。さらに、インターネットの活用や研修の開催等により、情報提供の場を整備する。これにより、国民、
事業者、行政担当者など環境アセスメントに携わる多くの主体が様々な情報に容易にアクセスし、有効に利用することを目指す。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
環境影響評価法の確実かつ円滑な実施のために必要な調査・検討や情報整備を行うことで、環境影響評価制度の運用改善及び今後
のより良い環境影響評価制度の実現に資する。

<達成手段の概要>
環境影響評価法に基づく基本的事項の第八においては、基本的事項の内容全般について5年程度ごとを目途に点検し、その結果を公
表することとしている。平成30年度に前回改正事項の施行から5年が経過したことを踏まえ、基本的事項の内容全般の点検を行い、その
結果を取りまとめて公表した。本点検結果を踏まえ、整理された技術的課題等について整理を行い、環境影響評価の総合的な推進に必
要な技術の研究、開発の推進を図り、その成果の普及に努める。
<達成手段の目標>
環境影響評価法に基づく環境影響評価では、事業者自ら生物多様性保全や温暖化防止など一層多様化・複雑化する環境保全上の課
題に対応した環境影響評価を行う必要がある。このため、事業者における適切な環境影響評価の実施が確保されるよう、調査・予測・評
価や環境保全措置等の技術的手法を開発し、その成果を普及する。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
法の施行状況について調査検討を行うことにより、事業者による合理的かつ効果的な環境影響評価実施に寄与する。

<達成手段の概要>
新たな環境影響評価制度の適切な運用及びその改善を図りつつ、風力発電等の再生可能エネルギー等に係る環境影響評価の迅速化
を目指すとともに、環境影響評価制度の円滑な実施に必要な知見・技術等に係る専門性を有する人材を育成するための研修等を行う。
また、環境大臣意見の実効性を確保するため、事業計画の検討状況･進捗状況や事業調査の実施状況等のフォローアップを行う。ま
た、アジア各国による環境影響評価の改善に向け、公衆参加や、環境保全措置、事後調査の徹底に焦点を当て知見の共有を図り、環
境影響評価制度向上を目的とした二国間協力を行う。加えて、我が国事業者のインフラ輸出に資するアジア各国の環境影響評価情報
の収集･公表等を行う。
<達成手段の目標>
環境影響評価法の適正な施行のため、制度の円滑な実施に向けた課題を検討する。また、環境大臣意見の実効性を確保するため、事
業の進捗状況等に関するフォローアップを行う。また、アジア各国との環境影響評価制度に関するネットワークを構築・発展するととも
に、環境影響評価制度の改善のため支援が必要な諸国と政策協力を行いつつ、収集した環境影響評価情報を活用し、我が国事業者の
インフラ輸出に資する支援を目的とする。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
法の施行状況について調査検討を行うことにより、事業者による合理的かつ効果的な環境影響評価実施に寄与する。

<達成手段の概要>
配慮書段階、準備書又は評価書段階及び事後調査の報告段階それぞれについて、事業種ごとに、環境大臣意見を述べる際に必要な
知見を収集、整理し、審査の円滑化に資する。
この他、学識経験者の意見聴取が必要と判断される個別事業については、専門家の意見を聴取するとともに、必要に応じて委員会等を
開催し、審査案件ごとの進捗状況の確認や過去の大臣意見内容のレビューなどを行う。
<達成手段の目標>
環境影響評価法の改正により、計画段階配慮書手続及び事後調査結果の報告・公表義務づけ等が盛り込まれた。加えて、風力発電事
業や太陽光発電事業が環境影響評価の対象となったことから、審査業務等が大幅に増加している。環境省として改正法の施行及び円
滑な審査を行うために、審査体制の強化を図る。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
環境影響評価法改正による環境大臣意見の意見提出機会の増加等に対応するため、有識者会合の開催や事業種ごとに必要な知見の
収集・整理を行うことで、審査の適正化等が見込まれる。



(5)
地方環境事務所における
環境影響評価審査体制強
化費（平成20年度）

36
(32)

36
(23)

36
(31)

36 1,2,3 0298

(6)
風力発電等に係るゾーニ
ング導入可能性検討モデ
ル事業（平成29年度）

400
(331)

400
(273)

330
(295)

0 1,2,3 0039

(7)

ゼロカーボンシティ実現に
向けた地域の気候変動対
策基盤整備事業（令和3年
度）

0 0 0 200 1,2,3 0002

(8)

再エネの最大限の導入の
計画づくり及び地域人材
の育成を通じた持続可能
でレジリエントな地域社会
実現支援事業（令和３年
度）

0 0 0 82 1,2,3 0002

639
（556）

633
（468）

547
（498）

490 　－施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

<達成手段の概要>
地方環境事務所における環境影響評価関連業務の補佐役として、環境影響評価業務に携わったことのある民間調査会社経験者等の
地域の環境情報に詳しい者を雇用し、環境影響評価の審査に係る情報の収集・整理等を行う。加えて、地域の環境に関する調査や事
業に係る現地調査を実施し、地域特性を踏まえた環境影響評価に係る審査を行う。
<達成手段の目標>
地域の特性を踏まえた適切な環境影響評価が確実に実施されるように、地方環境事務所において、環境影響評価に係る審査や環境大
臣意見形成の基礎となる各都道府県等からの情報収集、現地調査等を実施できるよう審査体制の強化を図る。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
環境影響評価が予定される案件の情報収集を行うとともに、地域の環境情報の収集・整理、現地調査等を行い、地域特性に応じた審査
が実施できるよう体制強化を図る。これら地方環境事務所の審査体制の強化により、環境影響評価制度改正に伴う審査業務の増加等
に対応し、地域特性に応じた環境影響審査の円滑かつ効果的な実施が図られる。

http://www.env.go.jp/guide/budget/review/2021/sheets/r02/xls/039.xlsx

http://www.env.go.jp/guide/budget/review/2021/sheets/r02/xls/093.xlsx

http://www.env.go.jp/guide/budget/review/2021/sheets/r03/xls/r03-0002.xlsx

http://www.env.go.jp/guide/budget/review/2021/sheets/r02/xls/039.xlsx#
http://www.env.go.jp/guide/budget/review/2021/sheets/r02/xls/093.xlsx#
http://www.env.go.jp/guide/budget/review/2021/sheets/r03/xls/r03-0002.xlsx#

